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�愛媛県告示第４６２号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条の２第１項の規定により、県税の収納の事務を次のとおり委託した。

平成２９年４月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４６３号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条の２第１項の規定により、県税の収納の事務を次のとおり委託した。

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

受 託 者
委託した事務の範囲及び内容 委 託 期 間

名 称 主たる事務所の所在地

新居浜市 新居浜市一宮町一丁目５番１号
受託者の本庁舎、川東支所及び上部支所
における自動車税（平成２９年度定時課税
分に限る。）の収納の事務

平成２９年４月１日から同年６月３０
日まで（納税の受付は、同年５月
１０日から同年６月１２日まで）

毎週（火・金）曜日発行 第２８６７号 平成２９年４月２１日

平成２９年４月２１日金曜日 第２８６７号

愛 媛 県 報

２９７



��������������

�������
�愛媛県告示第４６４号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２９年４月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

平成２９年４月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４６５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２９年４月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

受 託 者
委託した事務の範囲及び内容 委 託 期 間

名 称 主たる事務所の所在地

株式会社いよぎんコンピュータサービス 愛媛県松山市高砂町二丁目２番５号
自動車税（普通徴収のものに限る。）に
係る徴収金（以下「徴収金」という。）
の収納事務の取りまとめ

平成２９年４月１日から

平成３２年３月３１日

地銀ネットワークサービス株式会社 東京都中央区日本橋本石町四丁目６番７
号 同上 同上

国分グローサーズチェーン株式会社 東京都中央区日本橋一丁目１番１号 直営店舗及び加盟店舗における徴収金の
収納事務 同上

株式会社しんきん情報サービス 東京都港区港南一丁目８番２７号 同上 同上

株式会社スリーエフ 神奈川県横浜市中区日本大通１７番地 同上 同上

株式会社セコマ 北海道札幌市中央区南九条西五丁目４２１
番地 同上 同上

株式会社セーブオン 群馬県前橋市亀里町９００番地 同上 同上

株式会社セブン－イレブン・ジャパン 東京都千代田区二番町８番地８ 同上 同上

株式会社ファミリーマート 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 同上 同上

株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大字�地６６
５番地の１ 同上 同上

ミニストップ株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 同上 同上

山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号 同上 同上

株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 同上 同上

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

独立行政法人
地域医療機能推
進機構宇和島病
院

宇和島市賀古町２丁目１
番３７号

独立行政法人
地域医療機能推
進機構

平成３２年
３月３１日
まで

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

社会医療法人社団更生会村上記念病院 西条市大町７３９番地 社会医療法人社団更生会 精神通院医療 平成２９年
４月１日

フロンティア薬局高田店 新居浜市高田一丁目１番６２号 株式会社フロンティア 精神通院医療（薬
局）

平成２９年
４月１日

フロンティア薬局中須賀店 新居浜市中須賀一丁目６番１１号 株式会社フロンティア 精神通院医療（薬
局）

平成２９年
４月１日

レデイ薬局和気店 松山市和気町一丁目６３７番地 株式会社レデイ薬局 精神通院医療（薬
局）

平成２９年
４月１日

愛 媛 県 報平成２９年４月２１日 第２８６７号

２９８
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�愛媛県告示第４６６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２９年４月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４６７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定による届出と

みなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定

に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２９年４月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ＤＣＭダイキ福音寺店 松山市福音寺町５５番
地１ 外 駐車場の収容台数 ７２台 ５０台 平成２９年

１２月１日
平成２９年
３月３１日

廃棄物等の保管施設の位置 ２箇所 ２箇所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第４６８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２９年４月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

ふるみつ薬局 松山市古三津五丁目４番３１号 愛ファーマシー株式会社 精神通院医療（薬
局）

平成２９年
４月１日

ホリバタ薬局 宇和島市堀端町１番１８号 愛ファーマシー株式会社 精神通院医療（薬
局）

平成２９年
４月３日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

ＳＫＣコミュニケーションズ
株式会社

四国中央市豊岡町大町１３５番
地１サンパティーク１０１号

訪問看護ステーション四国中
央

四国中央市豊岡町大町１３５番
地１サンパティーク１０１号 精神通院医療 平成２９年

４月１日

愛 媛 県 報平成２９年４月２１日 第２８６７号

２９９
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�愛媛県告示第４６９号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に規定す

る平成２９年度の事業計画を、平成２９年３月３１日次のとおり定めた。

平成２９年４月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４７０号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農政企画局農政課

農地・担い手対策室において告示の日から２週間公衆の縦覧に供す

る。

平成２９年４月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

戸 田 寛 愛媛県西条市周布１７
０９番地２

愛媛県西条市周布１６
０７番１ほか４筆 ５，６３７

水 木 文 夫 愛媛県伊予市上野１６
６９番地

愛媛県伊予市宮下字
屋鋪窪７５５番ほか４
筆

８，９３５

中 田 功 一
愛媛県上浮穴郡�万
高原町二名甲１９５番
地

愛媛県上浮穴郡�万
高原町父野川甲７５４
番ほか２筆

１，６４７

２ 申請年月日

平成２９年４月５日

�������
�愛媛県告示第４７１号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２９年４月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

南宇和郡愛南町脇本３９６の２、３９６の３

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第４７２号
加入区の設定及び廃止（養殖共済）（平成２６年４月愛媛県告示第４０５号）の一部を次のように改正する。

平成２９年４月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

伊予鉄ターミナルビル 松山市湊町５丁目１
番地１

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

伊予鉄不動産株式会
社
代表取締役社長
芳野 裕三

伊予鉄不動産株式会
社
代表取締役社長
清水 一郎

平成２８年
６月２８日

平成２９年
４月７日

伊予鉄不動産株式会
社
代表取締役社長
清水 一郎

伊予鉄不動産株式会
社
代表取締役社長
武智 恒喜

平成２９年
４月１日

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

宇 和 島 市

大浦の第１１ 平成２９年５月３１日まで 地籍調査、数値情
報化

大浦の第１２ 〃 〃

下畑地の第７ 〃 〃

下畑地の第８ 〃 〃

高串の第１ 〃 〃

高串の第２ 〃 〃

八 幡 浜 市

向灘の一部 平成２９年５月３１日まで 地籍調査、数値情
報化

日土町５番耕地の
一部 〃 〃

日土町５番耕地の
一部 〃 地籍調査

向灘、大平、北浜
等の一部 〃 〃

新 居 浜 市

大生院戸屋鼻の一
部 平成２９年５月３１日まで 地籍調査

東田の一部、光明
寺の一部 〃 〃

弟地、筏津、保土
野の一部 〃 〃

大 洲 市

新谷第２５計画区 平成２９年５月３１日まで 地籍調査

菅田第３計画区 〃 〃

宇津第１計画区 〃 〃

沖浦第５計画区 〃 〃

宇津第２計画区 〃 〃

宇津第３計画区 〃 〃

四国中央市

富郷町寒川山１ 平成２９年５月３１日まで 地籍調査

富郷町寒川山２ 〃 〃

川滝町下山領家２ 〃 〃

金生町山田井８ 〃 〃

土居町上野９ 〃 〃

松 前 町

筒井、浜、東古泉
の一部 平成２９年５月３１日まで 地籍調査

南黒田の一部 〃 〃

筒井、北黒田の一
部 〃 〃

改 正 後 改 正 前

漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１１８条第１項の規定に

より、一定の水域を次のように定め、加入区の設定及び廃止（養殖

漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１１８条第３項の規定に

より、一定の水域を次のように定め、加入区の設定及び廃止（養殖

愛 媛 県 報平成２９年４月２１日 第２８６７号
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�愛媛県告示第４７６号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２９年４月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２９年４月２１日から５月４日まで

�������
�愛媛県告示第４７７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、宇和島市長から次のとおり公共測量が

終了した旨の通知があった。

平成２９年４月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（数値地形図データ作成 地図情報レベ

ル２５００）

２ 作業期間 平成２８年７月４日から

平成２９年３月３１日まで

３ 作業地域 宇和島市漁港地区（５１漁港）

�愛媛県告示第４７３号
加入区の設定（養殖共済）（平成２７年４月愛媛県告示第４９７号）の一部を次のように改正する。

平成２９年４月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第４７４号
加入区の設定（養殖共済）（平成２８年１月愛媛県告示第６０号）の一部を次のように改正する。

平成２９年４月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第４７５号
加入区の設定（養殖共済）（平成２８年１０月愛媛県告示第１１６１号）の一部を次のように改正する。

平成２９年４月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

共済）（平成２１年４月愛媛県告示第４７５号）及び加入区の設定（養

殖共済）（平成２１年８月愛媛県告示第１０２４号、平成２１年１０月愛媛県

告示第１２２５号、平成２２年１月愛媛県告示第８号、平成２２年１月愛媛

県告示第４８号、平成２２年８月愛媛県告示第８７５号、平成２３年２月愛

媛県告示第１１６号、平成２３年７月愛媛県告示第８４８号、平成２４年１月

愛媛県告示第１３号及び平成２４年４月愛媛県告示第５５０号）は、廃止

する。

共済）（平成２１年４月愛媛県告示第４７５号）及び加入区の設定（養

殖共済）（平成２１年８月愛媛県告示第１０２４号、平成２１年１０月愛媛県

告示第１２２５号、平成２２年１月愛媛県告示第８号、平成２２年１月愛媛

県告示第４８号、平成２２年８月愛媛県告示第８７５号、平成２３年２月愛

媛県告示第１１６号、平成２３年７月愛媛県告示第８４８号、平成２４年１月

愛媛県告示第１３号及び平成２４年４月愛媛県告示第５５０号）は、廃止

する。

改 正 後 改 正 前

漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１１８条第１項の規定に

より、一定の水域を次のように定める。

漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１１８条第３項の規定に

より、一定の水域を次のように定める。

改 正 後 改 正 前

漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１１８条第１項の規定に

より、一定の水域を次のように定める。

漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１１８条第３項の規定に

より、一定の水域を次のように定める。

改 正 後 改 正 前

漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１１８条第１項の規定に

より、一定の水域を次のように定める。

漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１１８条第３項の規定に

より、一定の水域を次のように定める。

愛 媛 県 報平成２９年４月２１日 第２８６７号
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�愛媛県告示第４７８号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県西条保健所及び西条市役所において告示の日から

３週間公衆の縦覧に供する。

平成２９年４月２１日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

四国電力株式会社

香川県高松市丸の内２番５号

取締役社長 佐伯 勇人

２ 事業場の名称及び所在地

四国電力株式会社西条発電所

西条市喜多川８５３番地

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第６３

号の３及び第７４号

４ 変更しようとする事項の内容

排出水の汚染状態及び量

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� Ａ遮断ピット

� 総排排水口（新設）

� 冷却水排水口

変更なし

備考 この他に雨水排水口が２箇所（今回２箇所廃止する。）ある。

�������
�愛媛県告示第４７９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市阿島土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２９年４月２１日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

就 任

退 任

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．５～８．５

最大 ５．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ５０

雨水排水口
窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，２８０

最大 １，７５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

―
通常 ５

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

―
通常 １５

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

―
通常 １

最大 ８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）
―

通常 １，２８０

最大 １，７５０

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

―
通常 ５．５～８．５

最大 ５．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

―
通常 １０

最大 １５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 井 下 正 光 新居浜市荷内町１１－１８

〃 寺 尾 俊 行 新居浜市阿島三丁目１－４９

〃 伊 藤 一 男 新居浜市荷内町１０－３６

〃 岡 田 洋 郷 新居浜市阿島二丁目１－６４

〃 小 野 一 宏 新居浜市阿島四丁目１４－２３

〃 佐々木 義 克 新居浜市阿島四丁目１－１２

〃 白 石 俊 二 新居浜市阿島三丁目４－２０

〃 加 藤 譲 新居浜市阿島二丁目９－３６

監 事 井 下 慎 司 新居浜市荷内町７－３３

〃 猪 川 勝 博 新居浜市阿島二丁目１２－１１

〃 小 西 秀 幸 新居浜市阿島三丁目１－１６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 井 下 正 光 新居浜市荷内町１１－１８

〃 真 鍋 勝 幸 新居浜市多喜浜五丁目３－３４

〃 伊 藤 一 男 新居浜市荷内町１０－３６

〃 白 石 俊 二 新居浜市阿島三丁目４－２０

〃 寺 尾 俊 行 新居浜市阿島三丁目１－４９

〃 岡 田 洋 郷 新居浜市阿島二丁目１－６４

〃 小 野 一 宏 新居浜市阿島四丁目１４－２３

〃 佐々木 義 克 新居浜市阿島四丁目１－１２

監 事 井 下 慎 司 新居浜市荷内町７－３３

〃 猪 川 勝 博 新居浜市阿島二丁目１２－１１

〃 加 藤 譲 新居浜市阿島二丁目９－３６

愛 媛 県 報平成２９年４月２１日 第２８６７号
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�愛媛県告示第４８０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市多喜浜土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２９年４月２１日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４８１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市旦之上土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２９年４月２１日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４８２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市禎瑞土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２９年４月２１日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 佐 光 敏 成 新居浜市多喜浜１丁目５番４８号

〃 新 田 典 俊 新居浜市多喜浜４丁目７番３２号

〃 森 隆 資 新居浜市多喜浜１丁目６番２６号

〃 横 井 直 次 新居浜市楠崎１丁目８番７１号

〃 田 中 和 重 新居浜市多喜浜２丁目３番５５号

〃 永 易 末 雄 新居浜市松神子２丁目１番２２号

〃 園 部 好 考 新居浜市又野１丁目９番４１号

〃 佐々木 秀 和 新居浜市垣生３丁目３番３５号

〃 伊 藤 秋 実 新居浜市垣生３丁目９番５８号

〃 佐々木 俊 孝 新居浜市垣生３丁目４番３７号

監 事 近 藤 裕 也 新居浜市多喜浜３丁目４番７８号

〃 田 中 末 廣 新居浜市多喜浜２丁目５番５６号

〃 園 部 克 志 新居浜市垣生４丁目１番５０号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 佐 光 敏 成 新居浜市多喜浜１丁目５番４８号

〃 近 藤 裕 也 新居浜市多喜浜３丁目４番７８号

〃 福 田 良 臣 新居浜市多喜浜５丁目１０番１号

〃 横 井 直 次 新居浜市多喜浜１丁目８番７１号

〃 三 好 勉 新居浜市多喜浜２丁目３番２０号

〃 永 易 末 雄 新居浜市松神子２丁目１番２２号

〃 園 部 好 考 新居浜市又野１丁目９番４１号

〃 伊 藤 秋 実 新居浜市垣生３丁目９番５８号

〃 佐々木 秀 和 新居浜市垣生３丁目３番３５号

〃 佐々木 俊 孝 新居浜市垣生３丁目４番３７号

監 事 新 田 典 俊 新居浜市多喜浜４丁目７番３２号

〃 田 中 末 廣 新居浜市多喜浜２丁目５番５６号

〃 園 部 克 志 新居浜市垣生４丁目１番４９号

〃 高須賀 勉 新居浜市萩生１７８４

〃 森 賀 勇 仁 新居浜市萩生１４４４

〃 村 上 嘉 一 新居浜市萩生１３０４－１

〃 谷 口 巧 新居浜市萩生１３０８－２

〃 伊 藤 隆 新居浜市萩生１４０７－１

〃 曽我部 功 新居浜市大生院１１１－９

〃 大 角 健 治 新居浜市大生院１７５５－５

〃 谷 口 幸 隆 新居浜市萩生２１０５－２

監 事 岡 憲 朗 新居浜市萩生１２９９－１

〃 � 塚 俊 司 新居浜市萩生１８５３

〃 三 村 雅 信 新居浜市大生院５７－４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 竹 林 義 孝 新居浜市萩生１８２１－１

〃 守 谷 公 一 新居浜市萩生１４４２－１０

〃 寺 田 福 光 新居浜市大生院１００２－１

〃 妻 鳥 基 新居浜市萩生１７０３－３

〃 松 木 俊 博 新居浜市萩生１９９６

〃 井 上 紀 敏 新居浜市萩生１９７６－７

〃 村 上 嘉 一 新居浜市萩生１３０４－１

〃 飯 尾 俊 一 新居浜市萩生２０９７－２

〃 伊 藤 隆 新居浜市萩生１４０３－２

〃 三 村 雅 信 新居浜市大生院５７－４

〃 大 隅 慶 一 新居浜市大生院１７８－７

〃 森 賀 康 人 新居浜市萩生２１０４－２

監 事 岡 憲 朗 新居浜市萩生１２９９－１

〃 � 塚 俊 司 新居浜市萩生１８５３

〃 曽我部 功 新居浜市大生院１１１－９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 井 上 紀 敏 新居浜市萩生１９７６－７

〃 竹 林 義 孝 新居浜市萩生１８２１－１

〃 松 木 一 新居浜市萩生１９８５－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 東 幸 雄 西条市禎瑞９７番地

〃 石 川 修 文 西条市禎瑞５９３番地

〃 福 田 豊 幸 西条市禎瑞５７６番地

〃 伊 東 章 西条市禎瑞６１８番地

〃 井 上 一 夫 西条市禎瑞６８６番地

〃 瀬 尾 � 西条市禎瑞６１５番地

〃 � 橋 昇 西条市禎瑞６７６番地

〃 安 藤 雅 康 西条市禎瑞１１９６番地

〃 加 藤 茂 西条市禎瑞８９３番地

〃 高 木 球 輝 西条市禎瑞１０００番地

〃 津 島 邦 嘉 西条市禎瑞１２２２番地

〃 安 藤 文 吾 西条市禎瑞１５０１番地２

〃 篠 原 隆 司 西条市禎瑞１７５９番地
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退 任

�������
�愛媛県告示第４８３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市多喜浜土地改良区から次のとおり役員が住所を変更した旨

の届出があった。

平成２９年４月２１日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

�������
�愛媛県告示第４８４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市金子土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２９年４月２１日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

�������
�愛媛県告示第４８６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

道後平野土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があっ

た。

平成２９年４月２１日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

退 任

�������
�愛媛県告示第４８７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市馬木町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

�愛媛県告示第４８５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２９年４月２１日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

〃 木 村 春 雄 西条市禎瑞２００２番地

〃 美 濃 繁 美 西条市禎瑞１９０９番地

〃 小 林 昇 西条市禎瑞２２９５番地

〃 � 橋 正 義 西条市喜多川６０１番地１５

〃 � 橋 豊 重 西条市朔日市６１５番地

監 事 保 利 公 洋 西条市禎瑞２７３番地

〃 田 中 勝 正 西条市禎瑞９３９番地１

〃 三 � 洋 一 西条市禎瑞１２０５番地

〃 矢 野 功 西条市禎瑞１７０５番地

〃 矢 葺 健 一 西条市禎瑞１９０３番地

〃 小 林 初 男 西条市禎瑞２３４３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 東 幸 雄 西条市禎瑞９７番地

〃 石 川 修 文 西条市禎瑞５９３番地

〃 福 田 豊 幸 西条市禎瑞５７６番地

〃 福 田 陽 一 西条市禎瑞６３３番地

〃 井 上 一 夫 西条市禎瑞６８６番地

〃 瀬 尾 � 西条市禎瑞６１５番地

〃 � 橋 昇 西条市禎瑞６７６番地

〃 安 藤 雅 康 西条市禎瑞１１９６番地

〃 加 藤 茂 西条市禎瑞８９３番地

〃 高 木 球 輝 西条市禎瑞１０００番地

〃 津 島 邦 嘉 西条市禎瑞１２２２番地

〃 安 藤 文 吾 西条市禎瑞１５０１番地２

〃 桑 原 肇 西条市禎瑞１５２１番地

〃 木 村 春 雄 西条市禎瑞２００２番地

〃 矢 葺 健 一 西条市禎瑞１９０３番地

役員の
種 類 氏 名

住 所

変 更 前 変 更 後

理 事 横 井 直 次 新居浜市楠崎１丁目８
番７１号

新居浜市多喜浜１丁目
８番７１号

監 事 園 部 克 志 新居浜市垣生４丁目１
番４９号

新居浜市垣生４丁目１
番５０号

〃 小 林 昇 西条市禎瑞２２９５番地

〃 � 橋 正 義 西条市喜多川６０１番地１５

〃 津 島 次 康 西条市禎瑞２２８７番地

監 事 保 利 公 洋 西条市禎瑞２７３番地

〃 田 中 勝 正 西条市禎瑞９３９番地１

〃 三 � 洋 一 西条市禎瑞１２０５番地

〃 矢 野 功 西条市禎瑞１７０５番地

〃 矢 葺 典 憲 西条市禎瑞１９１２番地

〃 小 林 初 男 西条市禎瑞２３４３番地

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１３５１０２３１ 一般社団法人クレス 愛媛県松山市余戸５丁
目４番３１号 米 良 幸 男 就労移行 ＣＬＥＳＳ障害者就労

支援施設
愛媛県伊予郡松前町筒
井１３２２－１５

平成２９年
４月１０日

３８１３５１０２３１ 一般社団法人クレス 愛媛県松山市余戸５丁
目４番３１号 米 良 幸 男 就労継続（Ａ

型）
ＣＬＥＳＳ障害者就労
支援施設

愛媛県伊予郡松前町筒
井１３２２－１５

平成２９年
４月１０日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 玉 田 光 彦 伊予郡松前町大字西古泉４番地１０
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平成２９年４月２１日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４８８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市�保田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し
た旨の届出があった。

平成２９年４月２１日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４８９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市富�土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した
旨の届出があった。

平成２９年４月２１日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４９０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市谷町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２９年４月２１日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 須 賀 達 志 松山市馬木町１０６番地１

〃 矢 野 健 次 松山市馬木町３１０番地

〃 大 内 博 � 松山市馬木町１９８番地１

〃 � 山 幸 廣 松山市馬木町５０番地１

〃 矢 野 英 俊 松山市馬木町１６２番地

〃 矢 野 洋 介 松山市馬木町５９番地１

監 事 野 本 泰 夫 松山市馬木町１３１番地

〃 矢 野 之 祥 松山市馬木町１０３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 秀 野 隆 昭 松山市�保田町３６９番地

〃 池 内 考 重 松山市�保田町８１番地８

〃 小 原 博 政 松山市�保田町３３１番地１

〃 小 川 邦 弘 松山市�保田町１１１番地１

〃 沼 野 員 典 松山市�保田町３６５番地

〃 嶋 屋 丈 夫 松山市�保田町３４１番地２

監 事 小 川 豊 松山市�保田町９番地４

〃 秀 野 雄 二 松山市�保田町１１２番地１

〃 沼 野 員 典 松山市�保田町３６５番地

〃 嶋 屋 丈 夫 松山市�保田町３４１番地２

監 事 小 原 博 政 松山市�保田町３３１番地１

〃 秀 野 雄 二 松山市�保田町１１２番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 秀 野 隆 昭 松山市�保田町３６９番地

〃 池 内 文 典 松山市�保田町３２１番地３

〃 竹 田 安 重 松山市�保田町３３９番地

〃 小 川 邦 弘 松山市�保田町１１１番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 須 賀 達 志 松山市馬木町１０６番地１

〃 矢 野 健 次 松山市馬木町３１０番地

〃 大 内 博 � 松山市馬木町１９８番地１

〃 野 本 泰 夫 松山市馬木町１３１番地

〃 渡 部 淳 孝 松山市馬木町５２番地

〃 矢 野 英 俊 松山市馬木町１６２番地

〃 矢 野 洋 介 松山市馬木町５９番地１

監 事 矢 野 幸 夫 松山市馬木町１４３番地

〃 矢 野 之 祥 松山市馬木町１０３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 玉乃井 洋 一 松山市富�町３１５番地

〃 玉 井 紀 夫 松山市富�町４６７番地

〃 川 口 哲 夫 松山市富�町９３番地４

〃 玉乃井 晃 松山市富�町２２５番地

〃 須 山 浩 光 松山市富�町３１９番地

〃 高 橋 清 松山市富�町３３８番地

監 事 川 口 博 幸 松山市富�町３１７番地

〃 玉乃井 和 利 松山市富�町２２３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 玉乃井 洋 一 松山市富�町３１５番地

〃 玉 井 紀 夫 松山市富�町４６７番地

〃 川 口 哲 夫 松山市富�町９３番地４

〃 玉乃井 晃 松山市富�町２２５番地

〃 須 山 浩 光 松山市富�町３１９番地

〃 高 橋 清 松山市富�町３３８番地

監 事 川 口 博 幸 松山市富�町３１７番地

〃 玉乃井 和 利 松山市富�町２２３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 寺 井 雅 信 松山市谷町３３０番地

〃 宮 � 純 也 松山市谷町４７４番地２

〃 宮 � 賢 二 松山市谷町甲１３３番地１

〃 樋 口 正 俊 松山市谷町３７９番地

〃 門 屋 吉 夫 松山市谷町３８番地２

〃 寺 井 昭 男 松山市谷町甲２６番地３

〃 門 屋 浩 美 松山市谷町甲３６番地１
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退 任

�������
�愛媛県告示第４９１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市西石井土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２９年４月２１日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

就 任

退 任

�愛媛県告示第４９２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市三町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２９年４月２１日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４９３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市和泉土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２９年４月２１日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

就 任

退 任

〃 谷 岡 勲 松山市谷町１３２番地

〃 門 屋 泰 三 松山市谷町３１６番地

監 事 門 屋 一 臣 松山市谷町３０６番地

〃 宮 � 澄 雄 松山市谷町４７４番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 寺 井 雅 信 松山市谷町３３０番地

〃 宮 � 純 也 松山市谷町４７４番地２

〃 宮 � 賢 二 松山市谷町甲１３３番地１

〃 樋 口 正 俊 松山市谷町３７９番地

〃 門 屋 吉 夫 松山市谷町３８番地２

〃 寺 井 昭 男 松山市谷町甲２６番地３

〃 門 屋 浩 美 松山市谷町甲３６番地１

〃 谷 岡 勲 松山市谷町１３２番地

〃 門 屋 泰 三 松山市谷町３１６番地

監 事 門 屋 一 臣 松山市谷町３０６番地

〃 宮 � 澄 雄 松山市谷町４７４番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 永 井 寛 幸 松山市西石井六丁目１５番５号

〃 西 岡 耕 一 松山市西石井二丁目２番１７号

〃 関 谷 紘一郎 松山市西石井一丁目６番４１号

〃 八 束 近 人 松山市西石井一丁目２番２７号

〃 渡 部 晴 幸 松山市西石井五丁目９番１０号

〃 西 岡 洋 司 松山市西石井四丁目８番２９号

〃 白 石 惠 三 松山市西石井五丁目５番２８号

〃 白 石 壽 穂 松山市西石井五丁目９番３０号

監 事 宮 内 賢 二 松山市西石井六丁目５番３７号

〃 前 田 和 幸 松山市西石井四丁目４番２１号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 永 井 寛 幸 松山市西石井六丁目１５番５号

〃 西 岡 耕 一 松山市西石井二丁目２番１７号

〃 関 谷 紘一郎 松山市西石井一丁目６番４１号

〃 八 束 近 人 松山市西石井一丁目２番２７号

〃 渡 部 晴 幸 松山市西石井五丁目９番１０号

〃 西 岡 洋 司 松山市西石井四丁目８番２９号

〃 西 岡 秀 樹 松山市西石井四丁目８番３号

〃 白 石 壽 穂 松山市西石井五丁目９番３０号

監 事 宮 内 賢 二 松山市西石井六丁目５番３７号

〃 前 田 和 幸 松山市西石井四丁目４番２１号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 竹 村 寿 雄 松山市三町二丁目４番７号

〃 三 好 博 臣 松山市三町三丁目１３番２８号

〃 大 西 � 利 松山市三町三丁目６番１５号

〃 石 丸 城 司 松山市三町三丁目１６番２４号

〃 村 上 健 一 松山市三町一丁目３番１０号

〃 池 田 育 子 松山市三町三丁目１５番２３号

〃 高 石 年 雄 松山市三町二丁目１５番１２号

監 事 日 野 哲 雄 松山市三町二丁目４番１０号

〃 竹 村 元 收 松山市三町三丁目１４番１５号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 竹 村 元 收 松山市三町三丁目１４番１５号

〃 三 好 博 臣 松山市三町三丁目１３番２８号

〃 石 丸 ヒサ子 松山市三町三丁目１６番３２号

〃 石 丸 吉 子 松山市三町三丁目１６番２４号

〃 首 藤 洋 松山市三町二丁目５番３号

〃 竹 村 寿 雄 松山市三町二丁目４番７号

〃 高 石 年 雄 松山市三町二丁目１５番１２号

監 事 村 上 健 一 松山市三町一丁目３番１０号

〃 日 野 哲 雄 松山市三町二丁目４番１０号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 堀 内 健 志 松山市和泉北三丁目５番１０号

〃 堀 内 孝 朗 松山市和泉南四丁目２番２４号

〃 堀 内 謙 一 松山市和泉北三丁目８番５号

〃 堀 内 悦 夫 松山市和泉北三丁目２０番２５号

〃 大 野 陽 一 松山市和泉北三丁目３番１３号

〃 大 野 幸 良 松山市和泉北三丁目６番１２号

〃 堀 内 洋 助 松山市和泉北三丁目１４番２４号

監 事 大 野 耕 三 松山市和泉北三丁目３番１２号

〃 飯 泉 善 明 松山市和泉北三丁目１３番３２号
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�愛媛県告示第４９４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市伊台土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２９年４月２１日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

就 任

退 任

�愛媛県告示第４９５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２９年４月２１日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

�愛媛県告示第４９６号
次のとおり落札者を決定した。

平成２９年４月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 堀 内 健 志 松山市和泉北三丁目５番１０号

〃 堀 内 影 � 松山市和泉北三丁目７番１４号

〃 堀 内 謙 一 松山市和泉北三丁目８番５号

〃 堀 内 悦 夫 松山市和泉北三丁目２０番２５号

〃 大 野 陽 一 松山市和泉北三丁目３番１３号

〃 大 野 幸 良 松山市和泉北三丁目６番１２号

〃 徳 永 哲 松山市和泉北三丁目３番２２号

監 事 大 野 耕 三 松山市和泉北三丁目３番１２号

〃 飯 泉 善 明 松山市和泉北三丁目１３番３２号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 浦 景 一 松山市上伊台町９１２番地４

〃 中 野 博 松山市上伊台町１４５番地

〃 吉 田 弘 松山市下伊台町５８３番地３

〃 三 好 清 敏 松山市下伊台町４５１番地

〃 松 本 茂 幸 松山市下伊台町８２２番地

〃 池 内 勝 松山市下伊台町９６７番地

〃 重 松 一 広 松山市下伊台町１７３３番地２

〃 河 野 正 幸 松山市下伊台町１７０８番地６

〃 川 端 悦 延 松山市上伊台町２０３番地

〃 中 野 耕 治 松山市上伊台町１４２番地

〃 松 田 文 和 松山市上伊台町６８３番地

〃 大 崎 啓 三 松山市上伊台町８９５番地

監 事 西 山 国 広 松山市下伊台町１４５８番地２

〃 片 山 正 男 松山市下伊台町５６７番地３

〃 川 端 俊 典 松山市上伊台町２０５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 浦 景 一 松山市上伊台町９１２番地４

〃 中 野 博 松山市上伊台町１４５番地

〃 山 内 亨 松山市下伊台町５８５番地３

〃 三 好 清 敏 松山市下伊台町４５１番地

〃 松 本 茂 幸 松山市下伊台町８２２番地

〃 池 内 勝 松山市下伊台町９６７番地

〃 重 松 一 広 松山市下伊台町１７３３番地２

〃 河 野 正 幸 松山市下伊台町１７０８番地６

〃 高 橋 誠 治 松山市下伊台町１０５０番地

〃 中 野 耕 治 松山市上伊台町１４２番地

〃 松 田 文 和 松山市上伊台町６８３番地

〃 大 崎 啓 三 松山市上伊台町８９５番地

〃 木 戸 重 博 松山市上伊台町１８５番地２

監 事 岡 宮 寿 松山市上伊台町８７４番地１

〃 寺 本 勝 志 松山市下伊台町８０８番地

〃 松 本 英 治 松山市下伊台町１７７６番地

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２９中局建（開）第１号

平成２９年４月１２日
伊予郡松前町大字神崎字九反地９５９番１、９５９番２

松山市東雲町１番地２

クレアガーデン東雲ファサード３０３号

合 田 英 輔

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

県立学校校内ＬＡＮ端末機器等一式
（ノートパソコン１，８３０台、外付け
ＤＶＤ３４１台、ソフトウェア一式、
周辺機器一式、搬入、据付け、調整
等一式）

愛媛県教育委員会
事務局指導部高校
教育課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２９年４月５日
四国通建株式会社
今治市南大門町一丁目
１番地の１５

４，５３３，８４０円
（月額） 一般競争入札 平成２９年２月２４日
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監査委員告示

教育委員会規則

�愛媛県監査委員告示第１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第１項の規定に

よる協議が調ったので、同条第２項の規定に基づき次のとおり告示

する。

平成２９年４月２１日

愛媛県監査委員 山之内 芳 夫

同 岡 田 清 隆

同 大 西 渡

同 三 宅 浩 正

�愛媛県教育委員会規則第６号
技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年４月２１日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則

技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則（昭和２７年愛媛県教育委員会規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

包括外部監査人大西聰一 の 監 査 の

事 務 を 補 助 す る 者

監 査 の 事 務 を

補 助 で き る 期 間氏 名 住 所

石 川 千 晶 香川県高松市錦町二丁目４番
２５－９０１号

平成２９年４月２１日から
平成３０年３月３１日まで

宮 本 豪 愛媛県東温市野田一丁目７番
地７

平成２９年４月２１日から
平成３０年３月３１日まで

勝 丸 充 啓 東京都中央区月島一丁目８番
１－２３０３号

平成２９年４月２１日から
平成３０年３月３１日まで

改 正 後 改 正 前

（子の看護の際の休暇）

第９条の２ 子（職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例

（昭和２６年愛媛県条例第５６号。以下「勤務時間条例」という。）

第８条の２において子に含まれるものとされる者を含む。以下同

じ。）（別に定める子に限る。以下この条において同じ。）を養

育する職員が、負傷し若しくは疾病にかかつた当該子の世話又は

疾病の予防を図るために必要なものとして別に定める当該子の世

話を行う必要があると所属長が認定したときは、１年を通じて５

日（当該職員の養育する子が２人以上の場合にあつては、１０日）

以内の期間中は、有給休暇とすることができる。

（忌引及び父母の祭日休暇）

第１０条 職員は、次に掲げる場合は所属長の承認を得て、有給休暇

を受けることができる。

� 忌引

（子の看護の際の休暇）

第９条の２ 子

（別に定める子に限る。以下この条において同じ。）を養

育する職員が、負傷し若しくは疾病にかかつた当該子の世話又は

疾病の予防を図るために必要なものとして別に定める当該子の世

話を行う必要があると所属長が認定したときは、１年を通じて５

日（当該職員の養育する子が２人以上の場合にあつては、１０日）

以内の期間中は、有給休暇とすることができる。

（忌引及び父母の祭日休暇）

第１０条 職員は、次に掲げる場合は所属長の承認を得て、有給休暇

を受けることができる。

� 忌引

省略 省略

備考 死亡者が配偶者又は前条の規定により子に含まれるも

のとされる者である場合は、これらの者を血族とみなし

てこの表を適用する。

� 省略

（正規の勤務時間外勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第１２条 省略

２ 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職

員の配偶者で当該子の親（勤務時間条例第１２条第２項において親

に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。）であるものが、

深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同

じ。）において常態として当該子を養育することができるものと

して別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。）

が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運

� 省略

（正規の勤務時間外勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第１２条 省略

２ 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職

員の配偶者で当該子の親

であるものが、

深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同

じ。）において常態として当該子を養育することができるものと

して別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。）

が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第１６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２９年４月２１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１８３，７３８

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，６７５

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４７，９６８

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

３ 省略

４ 前３項の規定は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害

のため介護を必要とする者で別に定めるもの（以下「要介護者」

という。）を介護する職員について準用する。この場合におい

て、第１項中「３歳に満たない子のある職員」とあるのは「負

傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害のため介護を必要とす

る者で別に定めるもの（以下「要介護者」という。）のある職

員」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護者を介護

する」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を

講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営

を妨げる」と、第２項中「小学校就学の始期に達するまでの子の

ある職員（職員の配偶者で当該子の親（勤務時間条例第１２条第２

項において親に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。）で

あるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をい

う。以下同じ。）において常態として当該子を養育することがで

きるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を

除く。）」とあるのは「要介護者

のある職員」と、「、当該子を養育する」とある

のは「、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とある

のは「深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。）に

おける」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該 子を養育

する」とあるのは「当該 要介護者を介護する」と読み替えるも

のとする。

営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

３ 省略

４ 前２項の規定は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害

のため介護を必要とする者で別に定めるもの

を介護する職員について準用する。この場合におい

て

、第２項中「小学校就学の始期に達するまでの子の

ある職員（職員の配偶者で当該子の親

で

あるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をい

う。以下同じ。）において常態として当該子を養育することがで

きるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を

除く。）」とあるのは「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の

障害のため介護を必要とする者で別に定めるもの（以下「要介護

者」という。）のある職員」と、「、当該子を養育する」とある

のは「、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とある

のは「深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。）に

おける」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、「、当該子を養育

する」とあるのは「、当該要介護者を介護する」と読み替えるも

のとする。

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，１１２ １４，７０４

南 宇 和 郡 １９，８１９ ６，６０７

松山市・上浮穴郡 ４３８，８２６ １３９，８０５

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４３，５２５ ４７，８４２

宇和島市・北宇和郡 ８０，６４２ ２６，８８１

八幡浜市・西宇和郡 ３９，４９６ １３，１６６

新 居 浜 市 １０１，４３０ ３３，８１０

西 条 市 ９３，１２０ ３１，０４０

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５２，８９１ １７，６３１

伊 予 市 ３１，９４３ １０，６４８

四 国 中 央 市 ７５，３９５ ２５，１３２

西 予 市 ３４，３４３ １１，４４８

東 温 市 ２８，１９６ ９，３９９
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�愛媛県選挙管理委員会告示第１７号
次の政治団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第２項の規定により、平成２９年４月１日以後、政治活動（選挙運動を

含む。）のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となったので、同条第３項の規定に基づき告示する。

平成２９年４月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
代 表 者 会 計 責 任 者

赤尾哲後援会 赤 尾 哲 赤 尾 晶 代 新居浜市北新町１３－６０

川崎利生後援会 伊 東 繁 夫 川 崎 美喜子 新居浜市南小松原町６－２７

坂本ゆうき後援会 坂 本 眸 坂 本 勇 紀 北宇和郡鬼北町大字近永１０９８－１

土居通興後援会 土 居 通 興 酒 井 柾 宇和島市広小路２－１０

村井よしたろう後援会 河 合 文 雄 村 井 恵美子 伊予郡松前町大字筒井５９６－６

渡部かつひこ後援会 大 西 言 志 渡 部 さおり 松山市水泥町９７１－２

平成２９年４月２１日 発行
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